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規

則

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
一
号

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
五
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

、
青
森
県
児
童
福
祉
法
関
係
費
用｣

を

｢

及
び
青
森
県
児
童
福
祉
法
関
係
費
用｣

に

改
め
、

｢

及
び
青
森
県
保
育
士
試
験
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
四
月
青
森
県
規
則
第
三
十
九
号)

｣

を

削
る
。

第
二
十
八
条
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
中

｢

第
三
十
五
号
様
式｣

を

｢

第
三
十
六
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
条
と

す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中

｢

第
三
十
三
号
様
式｣

を

｢

第
三
十
四
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項

中

｢

第
三
十
四
号
様
式｣

を

｢

第
三
十
五
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中

｢

第
三
十
一
号
様
式｣

を

｢

第
三
十
二
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項

中

｢

第
三
十
二
号
様
式｣

を

｢

第
三
十
三
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中

｢

第
二
十
八
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
九
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項

中

｢

第
二
十
九
号
様
式｣

を

｢

第
三
十
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
三
十
号
様
式｣

を

｢

第
三
十
一
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
中

｢

第
六
条｣

を

｢

第
七
条｣

に
改
め
、

｢

療
育
徴
収
金｣

の
下
に

｢

、
特
定
慢
性

疾
患
医
療
納
入
金
、
条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金｣

を
加
え
、｢

第
二
十
七
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
八
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
第
二
十
二
条
を
第
二
十
五
条
と
す

る
。第

二
十
一
条
第
一
項
中

｢

第
五
条
第
一
項｣

を

｢

第
六
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

別
表
第
二｣

を

｢

別
表
第
三｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
五
条
第
一
項｣

を

｢

第
六
条
第
一

項｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

別
表
第
二｣

を

｢

別
表
第
三｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

国
立

療
養
所｣

を

｢

法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関｣

に
、

｢

別
表
第
三｣

を

｢

別

表
第
四｣

に
、

｢

別
表
第
二｣

を

｢

別
表
第
三｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中

｢

別
表
第

二｣

を

｢

別
表
第
三｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

｢

第
五
条
第
一
項｣

を

｢

第
六
条
第
一
項｣

に
改

め
、

｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
条
中

｢

第
二
十
六
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
七
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と

す
る
。

第
十
九
条
中

｢

第
二
十
五
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
六
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と

し
、
第
十
八
条
を
削
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中

｢
(

里
親
認
定
等
省
令｣

を

｢

及
び
第
二
項

(

こ
れ
ら
の
規
定
を
里
親
認
定

等
省
令｣
に
、

｢

第
二
十
二
号
様
式)

｣

を

｢

第
二
十
三
号
様
式)

又
は
職
業
指
導
里
親
認
定
申
請

書

(

第
二
十
四
号
様
式)

｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
二
十
三
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
五
号
様

式｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
七
条
第
二
項｣

を

｢

第
七
条
第
三
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二

十
一
条
と
す
る
。

第
十
六
条
中｢

指
定
国
立
療
養
所
等｣

を｢

法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関｣

に
改
め
、

｢

若
し
く
は
保
護
受
託
者｣

を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。
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第
十
五
条
第
一
項
中

｢

第
十
九
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第

二
十
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
一
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
八

条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中

｢

第
十
八
号
様
式｣

を

｢

第
十
九
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第

十
九
号
様
式｣
を

｢

第
二
十
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
二
十
号
様
式｣

を

｢

第
二
十

一
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

第
二
十
一
号
様
式｣

を

｢

第
二
十
二
号
様
式｣

に
改
め
、

同
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

(

特
定
慢
性
疾
患
医
療
の
給
付
の
申
請
等)

第
十
三
条

法
第
二
十
一
条
の
九
の
二
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付

(

以
下

｢

特
定
慢
性
疾
患
医
療

の
給
付｣

と
い
う
。)

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
特
定
慢
性
疾
患
医
療

(

小
児
慢
性
特
定
疾
患

医
療)

給
付
申
請
書

(

第
十
八
号
様
式)

に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
特
定
慢
性
疾
患
医

療
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
児
童
等
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長

に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

小
児
慢
性
特
定
疾
患
医
療
意
見
書

二

特
定
慢
性
疾
患
医
療
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
児
童
等
の
属
す
る
世
帯
の
住
民
票
の
写
し

三

次
条
第
二
項
の
階
層
区
分
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

２

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
特
定
慢
性
疾

患
医
療
の
給
付
の
決
定
を
し
た
と
き
は
特
定
慢
性
疾
患
医
療
給
付
通
知
書

(

第
四
号
様
式)

に
よ

り
申
請
者
及
び
特
定
慢
性
疾
患
医
療
の
給
付
を
行
う
医
療
機
関
に
通
知
し
、
当
該
申
請
の
却
下
の

決
定
を
し
た
と
き
は
特
定
慢
性
疾
患
医
療
申
請
却
下
通
知
書

(

第
五
号
様
式)
に
よ
り
申
請
者
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

特
定
慢
性
疾
患
医
療
給
付
費
用
の
納
入)

第
十
四
条

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
慢

性
疾
患
医
療
の
給
付
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
特
定
慢
性
疾
患
医
療
の
給
付
を
受
け
る
児
童

等

(

以
下

｢

特
定
慢
性
疾
患
医
療
受
給
児
童｣

と
い
う
。)

又
は
そ
の
扶
養
義
務
者

(

当
該
特
定

慢
性
疾
患
医
療
受
給
児
童
が
特
定
慢
性
疾
患
医
療
を
受
け
て
い
る
日
の
属
す
る
月
の
初
日

(

月
の

中
途
で
特
定
慢
性
疾
患
医
療
の
給
付
を
開
始
す
る
場
合
は
、
そ
の
開
始
す
る
日)

に
お
い
て
当
該

特
定
慢
性
疾
患
医
療
受
給
児
童
と
世
帯
及
び
生
計
を
同
一
に
し
て
い
る
扶
養
義
務
者
並
び
に
そ
の

他
の
扶
養
義
務
者
で
当
該
特
定
慢
性
疾
患
医
療
受
給
児
童
を
現
に
扶
養
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。)

に
対
し
て
、
当
該
特
定
慢
性
疾
患
医
療
受
給
児
童
に
係
る
特
定
慢
性
疾
患
医
療
給
付
費
用
を
特
定

慢
性
疾
患
医
療
の
給
付
を
行
う
医
療
機
関
に
支
払
う
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
特
定
慢
性
疾
患
医
療
受
給
児
童
及
び
扶
養
義
務
者

(

以
下

｢

特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
義
務
者｣

と
い
う
。)

が
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
定

慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
の
額
は
、
当
該
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
の
別
表

第
二
の
税
額
等
に
よ
る
階
層
区
分
に
応
じ
、
同
表
に
定
め
る
額
と
す
る
。

３

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
慢
性
疾
患
医

療
納
入
金
の
支
払
を
命
ず
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
期
日
に
お
い
て
当
該
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納

入
金
の
額
を
決
定
し
、
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
決
定
通
知
書

(

第
十
二
号
様
式)

に
よ
り
、

特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
義
務
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
定
慢
性
疾
患
医
療
を
開
始
す
る
日

二

十
月
一
日

(

特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
の
額
の
改
定
等)

第
十
五
条

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
必
要
に
応
じ
そ
の
都
度
、
特
定
慢
性
疾
患
医
療

納
入
義
務
者
の
負
担
能
力
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
義
務
者
に
適
用
さ

れ
る
前
条
第
二
項
の
階
層
区
分
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
の
事
由
が
生
じ
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
の
初
日(

当
該
変
更
の
事
由
が
生
じ
た
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
日)

に
お
い
て
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
の
額
の
改
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
の
額

を
改
定
し
た
と
き
は
、
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
改
定
通
知
書

(

第
十
二
号
様
式)

に
よ
り
、

改
定
後
の
額
を
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
義
務
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
義
務
者
は
、
災
害
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
所
得

又
は
租
税
、
社
会
保
険
料
、
医
療
費
等
の
必
要
経
費
に
著
し
い
変
動
が
生
じ
た
た
め
特
定
慢
性
疾

患
医
療
納
入
金
を
納
入
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
改
定
申

請
書

(

第
十
三
号
様
式)

に
よ
り
、
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
の
額
の
改
定
を
、
当
該
特
定
慢

性
疾
患
医
療
納
入
金
の
額
を
決
定
し
た
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長
に
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

４

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
特
定
慢
性
疾
患

医
療
納
入
義
務
者
に
適
用
さ
れ
る
前
条
第
二
項
の
階
層
区
分
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
変

更
の
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
初
日
に
お
い
て
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
の
額
の
改
定

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
の
額
の
改
定
を
し
た
場

合
に
準
用
す
る
。

６

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
第
三
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
申
請
の

却
下
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
改
定
申
請
却
下
通
知
書

(

第
十
四
号
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( )

様
式)

に
よ
り
、
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
の
徴
収)

第
十
六
条

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
を
行

う
と
き
は
、
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
徴
収
通
知
書

(

第
十
五
号
様
式)

に
よ
り
、
特
定
慢
性

疾
患
医
療
納
入
義
務
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
一
の
備
考
一
の
５
中

｢

附
則
第
五
条
第
二
項｣

を

｢

附
則
第
五
条
第
三
項｣

に
改
め
、
同

一
の
６
中

｢

か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
並
び
に｣

を

｢

及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
一
条
の
二
の
規

定
並
び
に｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
中

｢

第
二
十
一
条｣
を

｢

第
二
十
四
条｣

に
改
め
、
同
表
の
備
考
一
中

｢

第
二
十
二
条

第
三
項｣

を

｢

第
二
十
五
条
第
三
項｣
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
四
と
す
る
。

別
表
第
二
中

｢

第
二
十
一
条
関
係｣
を

｢

第
二
十
四
条
関
係｣

に
改
め
、
同
表
の
備
考
一
の
１
中

｢

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号｣

を

｢

第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号｣

に
改
め
、
同
一
の
５
中

｢

附

則
第
五
条
第
二
項｣

を

｢

附
則
第
五
条
第
三
項｣
に
、

｢

第
二
十
二
条
第
三
項｣

を

｢

第
二
十
五
条

第
三
項｣

に
改
め
、
同
一
の
６
中

｢

か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
並
び
に｣

を

｢

及
び
第
二
項
並
び
に

第
四
十
一
条
の
二
の
規
定
並
び
に｣

に
、

｢

第
二
十
二
条
第
三
項｣

を

｢

第
二
十
五
条
第
三
項｣

に

改
め
、
同
一
の
７
中

｢

並
び
に
里
親
手
当
及
び
保
護
受
託
者
手
当｣

を

｢

及
び
里
親
手
当｣

に
、

｢

別
表
第
三｣

を

｢

別
表
第
四｣

に
、

｢

第
五
条
第
一
項｣

を

｢
第
六
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
表

の
備
考
五
の
１
中

｢

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号｣

を

｢

第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号｣

に
改
め
、

同
五
の
２
中

｢

第
六
条
第
六
項｣

を

｢

第
十
七
条｣

に
、

｢

女
子｣

を

｢
者｣
に
改
め
、

｢

又
は
こ

れ
に
準
ず
る
父
子
の
世
帯｣

を
削
り
、
同
五
の
３
中

｢

受
け
て
い
る
者｣

の
下
に

｢
及
び
身
体
障
害

者
福
祉
法
第
十
七
条
の
十
第
一
項
又
は
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
受
給
者｣

を
加
え
、
同
表
を
別
表
第
三
と
す
る
。

別
表
第
一
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二

(

第
十
四
条
関
係)

備
考一

こ
の
表
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

｢

生
計
中
心
者｣

と
は
、
特
定
慢
性
疾
患
医
療
受
給
児
童
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る

者
を
い
う
。

２

｢

所
得
税
課
税
年
額｣

と
は
、
決
定
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年

(

決
定
期
日
が
一
月
か
ら

九
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
は
、
決
定
期
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年)

分
の
所
得
税
法
、
租

税
特
別
措
置
法
、
経
済
社
会
の
変
化
等
に
対
応
し
て
早
急
に
講
ず
べ
き
所
得
税
及
び
法
人
税

の
負
担
軽
減
措
置
に
関
す
る
法
律
及
び
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算

(

こ
の
計
算
を
す
る
場
合
は
、
所
得
税
法
第
九
十
二

条
第
一
項
及
び
第
九
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
、
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
一
条
の
二
の
規
定
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
年
法
律
第
二
十
三
号)

附
則
第
十
二
条
の
規
定
は
適
用
し

な
い
も
の
と
す
る
。)

さ
れ
た
所
得
税
の
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
第
十
五
条
第
三
項
の
申
請

が
あ
つ
た
場
合
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
年
の
所
得
税
の
額
を
前

年
又
は
前
々
年
の
所
得
税
の
額
の
算
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
、
所
得
税
の
額
と
す
る
も
の
と

す
る
。

二

同
一
生
計
内
に
二
人
以
上
の
特
定
慢
性
疾
患
医
療
受
給
児
童
が
い
る
場
合
に
お
い
て
、
特
定

慢
性
疾
患
医
療
受
給
児
童
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
慢
性
疾
患
医
療
受
給
児
童
に
係
る
特
定
慢
性

疾
患
医
療
納
入
金
の
額
の
う
ち
最
も
多
額
な
も
の(

最
も
多
額
な
も
の
が
二
以
上
あ
る
場
合
は
、

そ
の
う
ち
の
先
に
措
置
を
受
け
た
者
に
係
る
も
の)

以
外
の
も
の
に
係
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
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特

定

慢

性

疾

患

医

療

納

入

金

の

額

税
額
等
に
よ
る
階
層
区
分

納

入

金

の

額

(

月
額)

階
層

税

額

等

入

院

通

院

０

生
活
保
護
法
の
適
用
を
受
け
る
被
保
護
世
帯

―――――――――

―――――――――

Ａ

の世帯

生
計
中
心
者
の
市
町
村
民
税
が
非
課
税
の

場
合

―――――――――

―――――――――

Ｂ

生
計
中
心
者
の
所
得
税
が
非
課
税
の
場
合

(

生
計
中
心
者
の
市
町
村
民
税
が
非
課
税

の
場
合
を
除
く
。)

二
、
二
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

生活保護法の適用を受ける被保護世帯以外

Ｃ

一
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下

三
、
四
〇
〇
円

一
、
七
〇
〇
円

所
得
税
が

課
税
さ
れ

て
い
る
場

合

(

生
計

中
心
者
の

市
町
村
民

税
が
非
課

税
の
場
合

を
除
く
。)

所 得 税 課 税 年 額

Ｄ

一
〇
、
〇
〇
一
円
以
上

三
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下

四
、
二
〇
〇
円

二
、
一
〇
〇
円

Ｅ

三
〇
、
〇
〇
一
円
以
上

八
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下

五
、
五
〇
〇
円

二
、
七
五
〇
円

Ｆ

八
〇
、
〇
〇
一
円
以
上

一
四
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下

九
、
三
〇
〇
円

四
、
六
五
〇
円

Ｇ

一
四
〇
、
〇
〇
一
円
以
上

一
一
、
五
〇
〇
円

五
、
七
五
〇
円



(
) 当 該 特 定 慢 性 疾 患 医 療 受 給 児 童 に 係 る 特 定 慢 性 疾 患 医 療 納 入 金 の 額 は 、 納 入 金 の

額 の 欄 に 掲 げ る 額 の 一 〇 分 の 一 に 相 当 す る 額 と す る 。 た だ し 、 特 定 慢 性 疾 患 医 療

納 入 金 の 額 に 一 〇 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 そ の 端 数 部 分 を 切 り 捨 て る も の

と す る 。

三 特 定 慢 性 疾 患 医 療 納 入 金 の 額 が そ の 月 に お け る 当 該 特 定 慢 性 疾 患 医 療 受 給 児 童

に 係 る 特 定 慢 性 疾 患 医 療 給 付 費 の 支 弁 額 を 超 え る 場 合 は 、 当 該 特 定 慢 性 疾 患 医 療

給 付 費 の 支 弁 額 を 特 定 慢 性 疾 患 医 療 納 入 金 の 額 と す る 。

第 四 号 様 式 中 ｢第３条関係｣ を ｢第３条､ 第１３条関係｣ に 改 め 、 ｢育成医療｣ の

次 に ｢ (特定慢性疾患医療) ｣ を 、 ｢第３条第２項｣ の 次 に ｢ (第１３条第２項) ｣

を 加 え 、

｢

｣

を

｢

｣

に 改 め る 。

第 五 号 様 式 中 ｢第１０条関係｣ を ｢第１０条､ 第１３条関係｣ に 改 め 、 ｢療育延長｣

の 次 に ｢､ 特定慢性疾患医療｣ を 、 ｢療育の延長｣ の 次 に ｢､ 特定慢性疾患医療の給

付｣ を 、 ｢第１０条第２項｣ の 次 に ｢､ 第１３条第２項｣ を 加 え 、

｢

｣

を

｢

｣

に 改 め る 。

第 十 一 号 様 式 中

｢

｣

を

｢

｣

に 改 め る 。

第 十 二 号 様 式 中 ｢第７条関係｣ を ｢第７条､ 第１４条､ 第１５条関係｣ に 、 ｢育成

医療納入金決定｣ を ｢育成医療 (特定慢性疾患医療) 納入金決定｣ に 改 め 、 ｢第３条

第１項｣ の 次 に ｢ (第５条第１項) ｣ を 加 え 、 ｢育成医療納入金に｣ を ｢育成医療

(特定慢性疾患医療) に｣ に 改 め 、 ｢同条第２項｣ の 次 に ｢､ 第１４条第３項､ 第１５

｢ ｢
条第２項｣ を 加 え 、 を に 、

｣ ｣
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この処分について不服があるときは､ この処分のあつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

この処分について不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

処分の取消しの訴えは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して

６月以内に､ 県を被告として (知事が被告の代表者となります｡ ) ､ 提起するこ

とができます｡ ただし､ 処分があつたことを知つた日の翌日から起算して６０日

以内に審査請求を行つた場合には､ 処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対す

る裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に提起しなければな

らないこととされています｡

この処分について不服があるときは､ この処分のあつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

この処分について不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

処分の取消しの訴えは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して

６月以内に､ 県を被告として (知事が被告の代表者となります｡ ) ､ 提起するこ

とができます｡ ただし､ 処分があつたことを知つた日の翌日から起算して６０日

以内に審査請求を行つた場合には､ 処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対す

る裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に提起しなければな

らないこととされています｡

この処分について不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による異議申立てをすることができます｡

この処分について不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による異議申立てをすることができます｡

処分の取消しの訴えは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して

６月以内に､ 県を被告として (知事が被告の代表者となります｡ ) ､ 提起するこ

とができます｡ ただし､ 処分があつたことを知つた日の翌日から起算して６０日

以内に異議申立てを行つた場合には､ 処分の取消しの訴えは､ その異議申立てに

対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に提起しなけれ

ばならないこととされています｡

育成医療受給児童
の 氏 名 児 童 等 氏 名



(
)

｢

｣

を

｢

｣

に 改 め る 。

第 十 三 号 様 式 中 ｢第２２条関係｣ を ｢第１５条､ 第２５条関係｣ に 改 め 、 ｢育成医

療｣ の 次 に ｢ (特定慢性疾患医療) ｣ を 、 ｢第５条第１項｣ の 次 に ｢､ 第６条第１項｣

｢

を 加 え 、 ｢第２２条第３項｣ を ｢第１５条第３項､ 第２５条第３項｣ に 、

｢

を に 改 め る 。

｣ ｣

第 十 四 号 様 式 中 ｢第２２条関係｣ を ｢第１５条､ 第２５条関係｣ に 改 め 、 ｢育成医

療｣ の 次 に ｢ (特定慢性疾患医療) ｣ を 加 え 、 ｢第２２条第５項｣ を ｢第１５条第６

項､ 第２５条第５項｣ に 、

｢

｣

を

｢

｣

に 改 め る 。

第 十 五 号 様 式 中 ｢第８条関係｣ を ｢第８条､ 第１６条関係｣ に 改 め 、 ｢育成医療｣

の 次 に ｢(特定慢性疾患医療)｣ を 、 ｢第３条第３項｣ の 次 に ｢(第５条第３項)｣ を 、

｢ ｢
｢) 第８条｣ の 次 に ｢(第１６条)｣ を 加 え 、 を に 、

｣ ｣

｢

｣

を

｢

｣
に 改 め る 。

第 十 七 号 様 式 中 ｢第２１条､ 第２２条｣ を ｢第２４条､ 第２５条｣ に 、 ｢第５条第

１項｣ を ｢第６条第１項｣ に 、 ｢第２１条第７項､ 第２２条第２項､ 第２２条第４項｣

｢

を ｢第２４条第６項､ 第２５条第２項､ 第２５条第４項｣ に 、 を

｣

｢

に 、

｣
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この処分について不服があるときは､ この処分のあつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

この処分について不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

処分の取消しの訴えは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して

６月以内に､ 県を被告として (知事が被告の代表者となります｡ ) ､ 提起するこ

とができます｡ ただし､ 処分があつたことを知つた日の翌日から起算して６０日

以内に審査請求を行つた場合には､ 処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対す

る裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に提起しなければな

らないこととされています｡

児 童

氏 名 児童等氏名

この処分について不服があるときは､ この処分のあつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

この処分について不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

処分の取消しの訴えは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して

６月以内に､ 県を被告として (知事が被告の代表者となります｡ ) ､ 提起するこ

とができます｡ ただし､ 処分があつたことを知つた日の翌日から起算して６０日

以内に審査請求を行つた場合には､ 処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対す

る裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に提起しなければな

らないこととされています｡

児 童 氏 名 児童等氏名

この処分について不服があるときは､ この処分のあつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

この処分について不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

処分の取消しの訴えは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して

６月以内に､ 県を被告として (知事が被告の代表者となります｡ ) ､ 提起するこ

とができます｡ ただし､ 処分があつたことを知つた日の翌日から起算して６０日

以内に審査請求を行つた場合には､ 処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対す

る裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に提起しなければな

らないこととされています｡

児 童 氏 名

児童等氏名



(
)

｢

｣

を

｢

｣

に 改 め る 。

第 三 十 五 号 様 式 中 ｢第２７条｣ を ｢第３０条｣ に 改 め 、 同 様 式 を 第 三 十 六 号 様 式 と

す る 。
第 三 十 四 号 様 式 中 ｢第２６条｣ を ｢第２９条｣ に 改 め 、 同 様 式 を 第 三 十 五 号 様 式 と

す る 。
第 三 十 三 号 様 式 中 ｢第２６条｣ を ｢第２９条｣ に 改 め 、 同 様 式 を 第 三 十 四 号 様 式 と

す る 。
第 三 十 二 号 様 式 中 ｢第２５条｣ を ｢第２８条｣ に 改 め 、 同 様 式 を 第 三 十 三 号 様 式 と

す る 。
第 三 十 一 号 様 式 中 ｢第２５条｣ を ｢第２８条｣ に 改 め 、 同 様 式 を 第 三 十 二 号 様 式 と

す る 。
第 三 十 号 様 式 中 ｢第２４条｣ を ｢第２７条｣ に 改 め 、 同 様 式 を 第 三 十 一 号 様 式 と す

る 。
第 二 十 九 号 様 式 中 ｢第２４条｣ を ｢第２７条｣ に 改 め 、 同 様 式 を 第 三 十 号 様 式 と す

る 。
第 二 十 八 号 様 式 中 ｢第２４条｣ を ｢第２７条｣ に 改 め 、 同 様 式 を 第 二 十 九 号 様 式 と

す る 。
第 二 十 七 号 様 式 中 ｢第２３条｣ を ｢第２６条｣ に 、 ｢第６条｣ を ｢第７条｣ に 改 め 、

｢療育徴収金｣ の 次 に ｢､ 特定慢性疾患医療納入金､ 特定慢性疾患医療に係る徴収金｣

を 加 え 、 同 様 式 を 第 二 十 八 号 様 式 と す る 。

第 二 十 六 号 様 式 中 ｢第２０条｣ を ｢第２３条｣ に 、

｢

｣

を

｢

｣

に 改 め 、 同 様 式 を 第 二 十 七 号 様 式 と す る 。

第 二 十 五 号 様 式 中 ｢第１９条｣ を ｢第２２条｣ に 改 め 、 同 様 式 の (裏
)
中

｢

を 削 り 、 同 様 式 を 第 二 十 六 号 様 式 と し 、 第 二 十 四 号 様 式 を 削 除 す る 。

｣

第 二 十 三 号 様 式 中 ｢第１７条､ 第１８条｣ を ｢第２１条｣ に 、 ｢里親 (保護受託者)

調査書｣ を ｢里親調査書｣ に 改 め 、 同 様 式 の (表
)
中
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この処分について不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

この処分について不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

処分の取消しの訴えは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して

６月以内に､ 県を被告として (知事が被告の代表者となります｡ ) ､ 提起するこ

とができます｡ ただし､ 処分があつたことを知つた日の翌日から起算して６０日

以内に審査請求を行つた場合には､ 処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対す

る裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に提起しなければな

らないこととされています｡

この処分について不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

この処分について不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

処分の取消しの訴えは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して

６月以内に､ 県を被告として (知事が被告の代表者となります｡ ) ､ 提起するこ

とができます｡ ただし､ 処分があつたことを知つた日の翌日から起算して６０日

以内に審査請求を行つた場合には､ 処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対す

る裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に提起しなければな

らないこととされています｡

②

前
項
の
承
認
は
、
家
事
審
判
法
の
適
用
に

関
し
て
は
、
こ
れ
を
同
法
第
九
条
第
一
項
甲

類
に
掲
げ
る
事
項
と
み
な
す
。



(
)

｢ ｢

を に 、

｣ ｣

｢

を

｣

｢

に 改 め 、 同 様 式 の

｣

(裏
)
中

｢ ｢

を に 改 め 、 同 様 式 を 第 二 十 五 号 様 式 と し 、 同 様 式 の 前 に 次 の 一 様 式

｣ ｣

を 加 え る 。
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里
親

(

保
護
受
託
者)

申
込
者
に
関
す
る
事
項

里

親

申

込

者

に

関

す

る

事

項

里親 (保護受託者) 申込者
(男・女)

里親 (保護受託者) 申込者
(男・女)

里 親 申 込 者
(男・女)

里 親 申 込 者
(男・女)

里
親

(

保
護
受
託
者)

の
家
族
状
況

里

親

の

家

族

状

況

第２４号様式 (第２１条関係)

年 月 日

青森県知事 殿

住 所

(電話番号)

氏 名

職業指導里親認定申請書

児童福祉法第６条の３に規定する里親になりたいので､ 里親の認定等に関する省令

第６条第２項 (第15条 (第17条､ 第20条) において準用する第６条第２項) の規定に

より､ 下記のとおり申請します｡

記

里 親 の 種 類

登 録 番 号

児童に対

して行う

職業指導

内 容

職場の

環 境

注１ ｢里親の種類｣ の欄は､ 養育里親､ 親族里親､ 短期里親､ 専門里親の別を

記入すること｡

２ ｢登録番号｣ の欄は､ 里親名簿に登録されている場合に記入すること｡

３ 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ４縦長とする｡



(
) 第 二 十 二 号 様 式 中 ｢第１７条関係｣ を ｢第２１条関係｣ に 、 ｢第２７条第１項第３

号｣ を ｢第６条の３｣ に 改 め 、 同 様 式 を 第 二 十 三 号 様 式 と す る 。

第 二 十 一 号 様 式 中 ｢第１３条関係｣ を ｢第１７条関係｣ に 、 ｢第１３条第４項｣ を

｢第１７条第４項｣ に 、

｢

｣

を

｢

｣

に 改 め 、 同 様 式 を 第 二 十 二 号 様 式 と す る 。

第 二 十 号 様 式 中 ｢第１３条－第１６条｣ を ｢第１７条－第２０条｣ に 、 ｢第１３条

第３項 (第１４条､ 第１５条第２項､ 第１６条｣ を ｢第１７条第３項 (第１８条､ 第

１９条第２項､ 第２０条｣ に 、

｢

｣

を

｢

｣

に 改 め 、 同 様 式 を 第 二 十 一 号 様 式 と す る 。

第 十 九 号 様 式 中 ｢第１３条－第１６条｣ を ｢第１７条－第２０条｣ に 、 ｢第１３条

第２項 (第１４条､ 第１５条第１項､ 第１６条｣ を ｢第１７条第２項 (第１８条､ 第

１９条第１項､ 第２０条｣ に 、

｢

｣

を

｢

｣

に 改 め 、 同 様 式 を 第 二 十 号 様 式 と す る 。

第 十 八 号 様 式 中 ｢第１３条｣ を ｢第１７条｣ に 改 め 、 同 様 式 を 第 十 九 号 様 式 と す る 。

第 十 七 号 様 式 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。
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この処分について不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

この処分について不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

処分の取消しの訴えは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して

６月以内に､ 県を被告として (知事が被告の代表者となります｡ ) ､ 提起するこ

とができます｡ ただし､ 処分があつたことを知つた日の翌日から起算して６０日

以内に審査請求を行つた場合には､ 処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対す

る裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に提起しなければな

らないこととされています｡

この処分について不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

この処分について不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

処分の取消しの訴えは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して

６月以内に､ 県を被告として (知事が被告の代表者となります｡ ) ､ 提起するこ

とができます｡ ただし､ 処分があつたことを知つた日の翌日から起算して６０日

以内に審査請求を行つた場合には､ 処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対す

る裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に提起しなければな

らないこととされています｡

この処分について不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

この処分について不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日以内に､ 青森県知事に対して行政不服審査法 (昭和３７年法

律第１６０号) による審査請求をすることができます｡

処分の取消しの訴えは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して

６月以内に､ 県を被告として (知事が被告の代表者となります｡ ) ､ 提起するこ

とができます｡ ただし､ 処分があつたことを知つた日の翌日から起算して６０日

以内に審査請求を行つた場合には､ 処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対す

る裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に提起しなければな

らないこととされています｡



( )

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

青
森
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程

(

昭
和
五
十
二
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
六
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中｢

海
外
産
業
経
済
交
流
推
進
チ
ー
ム
及
び
あ
お
も
り
の｢

冬
の
農
業｣

推
進
チ
ー

ム

(

以
下

｢

チ
ー
ム｣

と
い
う
。)

並
び
に｣

を

｢

機
関

(

出
先
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
機
関
を

除
く
。)

及
び｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

｢

設
置
さ
れ
た
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
誘
致
推
進
東
京
事
務
所｣

を

｢

出
先
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
機
関｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中

｢

第
八
条
第
三
号｣

を

｢

別
表
第
一
第
三
号｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
中

｢

青
森
県
庁
職
員
診
療
所
の
職
員
で
あ
る
医
師

(

当
該
医
師
の
う
ち

に
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

要
件｣

と
い
う
。)

を
備
え

た
者
が
い
な
い
と
き
は
、
当
該
医
師
以
外
の
医
師)

の
う
ち｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号
中

｢

要
件｣

を

｢

法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

要
件｣

と
い
う
。)

｣

に

改
め
る
。

第
十
七
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

総
括
安
全
衛
生
管
理
責
任
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
二
項
第
一
号
に
定
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第
１
８
号
様
式
(第
１
３
条
関
係
)

年
月

日

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長

殿

住
所

(電
話
番
号
)

申
請
者
氏
名

�

児
童
等
と
の
続
柄

特
定
慢
性
疾
患
医
療
(小
児
慢
性
特
定
疾
患
医
療
)
給
付
申
請
書

児
童
福
祉
法
第
２
１
条
の
９
の
２
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
を
受
け
た
い
の
で
､
青
森
県
児

童
福
祉
法
施
行
細
則
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
､
関
係
書
類
を
添
え
て
下
記
の
と
お
り
申

請
し
ま
す
｡

記

注
１
太
枠
に
は
､
記
入
し
な
い
こ
と
｡

２
申
請
者
の
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

３
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

加
入

医
療

保
険

被
保
険
者
氏
名

児
童
等
と

の
続
柄

保
険
種
別
政
府
管
掌
・
組
合
管
掌
・
船
員
・
共
済
・
国
保
・

生
保
・
そ
の
他
(

)
記
号
・
番
号

被
保
険
者
証

発
行
機
関
名

所
在

地

生
計

中
心
者

氏
名

ふ
り
が
な

児
童
等
と

の
続
柄

居
住
地

(電
話

)
今
回
申
請
す
る
児
童
等
以
外
に
既
に
同

一
生
計
内
で
給
付
を
受
け
て
い
る
者

有
(氏
名

)
無

氏
名

ふ
り
が
な

性別
男
・
女

生
年
月
日

年
月
日

(満
歳
月
)

居
住
地

(電
話

)

疾
患

名

医
療

機
関
名
称

所
在
地

申
請
受
付
年
月
日

年
月

日
決
定
年
月
日

年
月

日

児
童
等



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

め
る
者
で
あ
る
産
業
医
に
、
す
べ
て
の
所
属
所
に
お
け
る
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る

事
務
の
総
括
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

非
常
勤
嘱
託
医
等
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

非
常
勤
嘱
託
医
等
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

非
常
勤
嘱
託
医
等
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
九
年
六
月
青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
百
十
八
号)

｣

の
下
に

｢

、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に

関
す
る
法
律

(

平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号)｣

を
加
え
、

｢

又
は
要
保
護
女
子｣

を

｢

、
要
保

護
女
子
又
は
被
害
者｣

に
改
め
、｢

判
定
等｣

の
下
に｢

、
医
学
的
若
し
く
は
心
理
学
的
な
指
導
等｣

を
加
え
る
。

別
表
中
央
児
童
相
談
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
弘
前
児
童
相
談
所
の
項
か
ら
七
戸
児
童
相
談
所
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
身
体
障
害
者
更
生

相
談
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
を
削
り
、
同
表
女
性
相
談
所
の
項
中

｢

｢

を

に
、

｣

｣

｢

｢

を

に
改

｣

｣

め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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児

童

相

談

所

嘱

託

医

各

一

人

児
童
の
医
学
的
判
定
を
行
う
。

障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー

嘱

託

医

八

人

１

身
体
障
害
者
の
医
学
的
判
定
を
行
う
と
と
も

に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合
判
定
を
行
う
。

２

知
的
障
害
者
の
医
学
的
判
定
を
行
う
。

判

定

員

二

人

身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
の
心
理
学
的
及
び

職
能
的
判
定
を
行
う
。

１

要
保
護
女
子
に
つ
い
て
医
学
的

及
び
職
能
的
判
定
を
行
う
。

２

一
時
保
護
さ
れ
る
要
保
護
女
子

の
健
康
管
理
及
び
健
康
診
断
を
行

う
ほ
か
、
必
要
な
治
療
を
行
う
。

３

施
設
職
員
の
健
康
管
理
、
特
に

給
食
担
当
職
員
の
診
断
を
行
う
。

１

要
保
護
女
子
に
つ
い
て
医
学
的

及
び
職
能
的
判
定
を
行
う
。

２

被
害
者
に
つ
い
て
医
学
的
な
指

導
そ
の
他
の
必
要
な
指
導
を
行
う
。

３

一
時
保
護
さ
れ
る
要
保
護
女
子

及
び
被
害
者
の
健
康
管
理
及
び
健

康
診
断
を
行
う
ほ
か
、
必
要
な
治

療
を
行
う
。

４

施
設
職
員
の
健
康
管
理
、
特
に

給
食
担
当
職
員
の
診
断
を
行
う
。

要
保
護
女
子
の
心
理
学
的
判
定
を
行

う
。

１

要
保
護
女
子
の
心
理
学
的
判
定

を
行
う
。

２

被
害
者
に
つ
い
て
心
理
学
的
な

指
導
そ
の
他
の
必
要
な
指
導
を
行

う
。


